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開会 １５時００分 

 

 皆さん、こんにちは。 

 定刻となりましたので、令和５年度草津市総合教育会議を

開催いたします。 

 まず、「総合教育会議」は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第１条の４に規定されている会議でございまし

て、市長と教育委員会が教育課題やめざすべき姿を共有し、

連携して教育行政を推進していくために開催するものです。 

 本日の会議では、「学校の働き方改革」について意見交換を

していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 会議の進行については、事務局でお願いいたします。 

 

 教育委員会事務局の増田でございます。 

 市長から会議の進行を委任いただきましたので、進行させ

ていただきます。 

 それでは本日の議題「学校の働き方改革」に入らせていた

だきます。 

 まず、担当課であります学校教育課から説明をお願いいた

します。 

 

 学校教育課の上原でございます。 

 本日は、「学校の働き方改革」について説明をさせていただ

きます。 

 説明の内容といたしまして、御覧いただいています、はじ

めにそして、平成２９年度に策定されました前プランの評

価、三番目に新プランの基本的な考え方、そして新プランの

方向性と主な取組について説明をさせていただきます。１番

と２番のところで、質疑応答そして御意見を伺いたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、社会の急激な変化が進む中、子どもたちが未

来において自立的に生き、社会の形成に参画するための資質

能力の育成がより重要視されています。そのためには、現状

の学校教育の改善や充実が求められています。本市でも、来

年度からＥＳＤの全市的な取組と、ひとり一台端末を活用し

た共同学習ソフトＡＩドリルなど、更なるＩＣＴ教育の充実
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を図ることとしています。加えまして、近年の社会情勢の大

きな変化に伴い学校が抱える課題は複雑化、多様化していま

す。学校に求められる役割も増大しています。更に学校が解

決出来ない課題も増えています。このような中、教員の勤務

実態について批判されるなど、教員の長時間労働が社会問題

化し、教員自らのやりがいや健康に悪影響を及ぼしており、

学校における働き方改革が急務であると考えております。こ

の問題を解決するために、学校現場からの御意見を踏まえな

がら、学校業務改善プランを全面的に見直し、学校の業務改

善を進めていくものです。 

続きまして、前プラン平成２９年に策定された評価を行い

ます。前プランでは、教育委員会が主体となって行う６つの

カテゴリー、２０の事項からなっております。本市独自の多

岐に渡る取組として、業務環境の改善、チーム学校の推進、

ボランティアの活用促進、市から学校へ依頼する業務の見直

し、部活動の見直し、そして学校運営体制の強化、６つのカ

テゴリーがあります。それでは、一つずつ見ていきます。 

業務環境の改善一つ目、校務支援システムの活用促進につ

いてです。法定帳簿と言われます、出席簿、指導要綱の作

成、成績処理等の校務を行う校務支援システムを整備してい

ただいております。 

二つ目に、総合教材ポータルサイトたびまるネットの活用

促進です。教職員が作成した優れた教材、指導案などの電子

媒体を登録することによりまして、他の学校の教職員も自由

にアクセスし、ダウンロードすることができる総合教材ポー

タルサイトたびまるネットを整備していただいております。 

三つ目、学校徴収金会計業務の適正化、今まで各校に差異

がありました学校徴収金の会計処理のルールを統一いたしま

して、市の学校徴収金ハンドブックを作成いたしました。 

四つ目、学校事務の共同実施の推進につきましては、他の

学校に配置されている事務職員がチームを作り、共同作業で

給与、通勤手当等の事務処理を実施しております。 

五つ目、各学校における会議の効率化の推進としまして、

全教職員に配備されています校務用パソコンを活用し、会議

のペーパーレス化を図っています。 

最後に六つ目、教育委員会における勤務実態の把握、休暇
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取得の促進につきましては、教育委員会でタイムカードを導

入していただき、各学校における勤務実態を把握し、業務改

善のさらなる推進に活用しております。 

続きまして、数値評価はございませんでしたので、部内で

意見を出し合い、自己評価、自己診断したものです。総合的

に３段階で評価しております。二重丸は十分成果があるも

の、丸は概ね成果があるが継続充実していく必要があるも

の、三角につきましては改善の必要があるものとしておりま

す。１番の業務環境の改善の中で、２番のたびまるネットの

活用促進につきまして、三角の理由としましては、参考とな

る教材、プリントなどは多くされているんですけれども、活

用が少ないという事態がございますので、改善の必要はある

と考えております。 

また６番目、教育委員会における勤務実態の把握、休暇の

取得につきましては、勤務実態の時間は把握できるんですけ

ども、集計作業ができないであるとか、注意喚起システムが

ないということで三角の表記にしております。 

続きまして、チーム学校の推進業務環境の改善です。県に

よるスタッフの配置をしていただき、少人数指導、いじめな

どの問題行動への対応等を図るため、県費による配置に加え

まして、市費でも教員やスクールソーシャルワーカーを配置

していただいております。市費によるスタッフの配置につき

ましても、学校司書、看護師、ＡＬＴ、ＪＴＥ，ＩＣＴ支援

員教室アシスタント、インクルシブサポーター、学校図書館

運営サポーター等のスタッフを配置していただいています。

養護教諭不在時の学校支援システムを構築としまして、宿泊

を伴う、例えば５年生のフローティングスクール、小学校６

年生・中学校３年生の修学旅行などにおける宿泊を伴う時

に、養護教諭が不在になりますので、あらかじめ教育委員会

に登録していただいている、養護教諭免許保持者または看護

師の免許保持者を学校に派遣しております。これにつきまし

ては、概ね成果があったものと考えておりますし、特に３番

の養護教諭不在時の学校支援システムの構築につきまして

は、この３年間コロナにより学校、学級閉鎖等ありました時

に養護教諭不在時にも派遣をして、高評価を得ているもので

す。 
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３番目の地域住民によるボランティア活動の促進です。地

域住民によるボランティア活動の促進としまして、学校と地

域をつなぐパイプ役である地域コーディネーターが中心とな

り、ボランティアの募集や必要な学校支援活動の調整を行っ

ております。例えば、読み聞かせや図書室の整備を行ってい

ただいている図書ボランティア。のびっ子の交通安全見守り

をしていただいております登下校見守りボランティアなどが

ボランティア活動になります。 

続きまして学生ボランティア派遣システムの構築です。 

これは教育委員会で登録制度ボランティアバンクを作りま

して、教職への関心や社会貢献への意欲がある学生に学校支

援活動に参加していただいております。 

評価としましては、地域住民によるボランティア活動の促

進ですけれども、学校間格差があるというのが課題でござい

ます。これは市教委として、好事例を収集し広めていく必要

があると考えております。 

続きまして、市から学校へ依頼する業務の見直しです。 

１番、２番につきましては、教育委員会が主催する調査も

の、主催する会議につきまして、できるだけ短い時間にした

りとか、会議の精選を行っているところです。 

また、教育委員会以外の市の部局からの配布物につきまし

ても、全校児童の配布物につきましてもクラスごとに仕分け

をしていただいた上で、送付することを要請しております。 

また学校への連絡ですけれども、できる限り緊急を伴わな

い場合は、時間内での電話連絡、ＦＡＸ等の活用をしている

ところです。これにつきましては、概ね成果があったと考え

ております。 

続きまして、部活動の見直しです。 

部活動の休養日や活動時間の検討としまして、現在は水曜

日１日と、土曜日、日曜日のどちらか１日の計２日の休養日

を設けているのが現状です。 

運動活動指導員派遣システムの構築につきましては、体育

業界で設立しております人材バンクから指導者を派遣してい

る仕組みを登録しているところです。現在、１２団体１２３

人の登録をしていただいております。これにつきましても、

概ね成果があったと考えています。 
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最後に学校運営体制の強化です。 

コミュニティ・スクールくさつの推進としまして、コニュ

ニティ・スクールくさつにおいて、ボランティアの活用にお

ける学校支援体制の整備、各学校における業務改善の取組な

どについて取り上げ、家庭・地域の協力を得ることにより、

学校運営体制の強化を図っているところです。 

２つ目が学校問題サポートチームの方につきましては、弁

護士、社会福祉士を含めたサポートチームを活用しまして、

専門性に基づく助言指導を受けているところでございます。 

教職員のタイムマネジメントの向上につきましては、教育

委員会が行う研修等を通じまして、教職員のタイムマネジメ

ントの向上を図っています。評価としましては、コミュニテ

ィ・スクールくさつの推進を△にしております。やや学校報

告のみに終わってしまい学校の課題解決、熟議には至ってい

ないと考えております。形骸化が課題だと考えておりますの

で△の評価でになっております。 

以上が自己評価ございますが、次に、現状と実態というこ

とで子どもの意識アンケート、先生方の年休、そして標準５

時間以上を超える超勤と言われるところの現状をお伝えさせ

ていただきます。まず初めに、児童生徒のアンケートにより

まして、学校が楽しい、授業がわかりやすいと回答した児童

生徒の割合です。授業がわかりやすいと答えている児童生徒

は、平成３０年度以降上昇傾向にあります。同じく学校が楽

しい、わかりやすいも上昇傾向なんですけれども、やや次年

度以降は下降気味というのが伺えます。 

続きまして、教職員の月４５時間、つまり年間４５０時間

を超える教職員の割合です。ここでＲ１年度で減少が見られ

ます全プランの評価だと考えていますし、Ｒ２年はコロナに

よる休校で４５時間を超える先生方が減ったということだと

考えております。同じく８０時間、年間９６０時間過労死ラ

インと言われるところの先生方も一定１０％程度はおられる

のが現状でございます。 

続きまして、年次有給休暇取得日数平均でございます。 

コロナによる休校でＲ２年度は減少をしておりますが、コ

ロナによる休校は年休取得の先生方、月１回以上、１１．６

日、１３．９日という形で、平均しますと、月１日程度は年
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休を消化していただいているところでございます。 

以上のことから、業務環境の改善、一部の学校などの推進

により、業務の効率化を図ることができ、教職員の負担軽減

に繋がっていくと考えています。 

一方、近年の社会情勢の大きな変化に伴いまして、学校が

抱える課題は複雑化・多様化しています。学校に求める役割

も増大し、学校だけでは解決できない課題も増えているとこ

ろです。また、令和２年度から４年度の新型コロナウイルス

感染症の拡大への影響もあり、教職員の長時間労働は解消さ

れておらず、取組は道半ばであると言わざるを得ません。 

この状況を踏まえまして、職員が誇りややりがいを感じ、

健康でいきいきと勤務することができるよう、引き続き学校

における働き方改革を推進することが急務です。草津市業務

改善プランを改定し、「子どもが輝く教育のまち 出会いと学

びのまちくさつ」実現に向け、各種の取組を進めていく予定

です。以上が、全プランの評価でございます。 

 

それでは、ここまで御説明いたしました平成２９年に策定

の「学校業務改善プラン」の実績と評価、現状と課題の質疑

応答の時間を設けたいと思います。それでは御質問のある

方、御発言をお願いします。 

 

地域住民によるボランティア活動のところで、２点質問さ

せていただきます。学生ボランティアシステムの構築の方が

◎という事なのですが、どのくらいの人数が小学校、中学校

に来てくださっているのかというのが１点と、反対に地域住

民によるボランティア活動促進が△という事で、先程学校間

格差ということを言われましたけれども、どんなシステムを

構築すれば学校の要望とボランティアがマッチングできるの

かとか、何か課題について対策がもしあれば教えて欲しいで

す。 

 

最初の学生ボランティアにつきましては、今現在４０名程

度の学生が登録していただいておりまして、各学校に参加し

ていただいているのが現状でございます。各校１３時間の確

保を基本としまして、参加していただいているというのが現
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状です。報酬としましては、交通費程度の１，０００円を報

酬として支給しています。地域のボランティアさんの募集確

保の格差といいますのは、学校によりましてはＰＴＡ、コミ

ュニティ・スクール、そして学校長の三者の連名でボランテ

ィアを募集して、学校運営協議会を通じて地域に幅広く募集

のチラシをお店に置いていただいたりとか、保護者だけでは

なくて、参加募集を幅広くしているところは、たくさん集ま

っているというのが状況でございます。特筆すべきところ

で、南笠東小学校なんですけども、三者連名で募集されたと

ころ今現在１２０名程度がボランティアに登録していただい

てると聞いております。その１２０名の内の半数以上がＰＴ

Ａだけではなくて、卒業生の保護者、地域の方がボランティ

ア活動に参加していただいていると聞いていますので、そう

いう例を少しでも収集して、幅広く周知していきたいと考え

ています。 

 

小学校と中学校の比率は分からないですか。 

 

学生ボランティアは登録の時に小学校を希望しますか、中

学校希望しますかっていうのは聞いているのですけれども、

中学校への派遣も行っておりますので、時間数については小

中の変わりはありません。 

 

小学校希望が２０人で、中学校希望が２０人になるか、そ

のへんのデータはありますか。 

 

小学校が３０名、中学校が１０名です。 

 

今、小中学校合わせて２０校有りますが、まんべんなく派

遣をしているという認識でよろしいですか。 

 

学校間の格差がありまして、学校側の希望が多くある所

と、少ない学校があるのが現状です。 

 

２点質問させていただきたいのですが、まず１点が業務環

境改善のところの、たびまるネットの活用促進で△が付いて
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いて、理由が活用の事例が少なかったとお話がありました

が、活用の事例が少なかったのは先生方がどの点が使いにく

かったのかとか、もう１点は、最後に発表していただいた、

現状と実態の実際の数字は全国と比べるとどれくらいの位置

にあるのですか。もちろん、学校の規模ですとか、市町村の

規模であったりするので単純に比較はできないものだと思い

ますが、その辺りデータであったり分析されている結果があ

れば教えて下さい。 

 

１点目の、たびまるネットの活用ですが、パブリックに入

れてアクセスしづらかったり、フォルダを分けて検索しやす

いように工夫はしていますが、そこにアクセスする時間がか

かる等でなかなか活用しにくいとなっております。 

２点目の、全国ではないのですが、県はわかります。御覧

いただいています青色が草津市の小学校の４５時間以上の超

勤のパーセントです。先程示したものです。オレンジ色が滋

賀県の小学校の月４５時間以上ですので、滋賀県から比べる

と７ポイント位高いということです。中学校は滋賀県と比べ

ましても同じ位のパーセントです。８０時間以上は手持ちし

ておりません。唯一ございますのが全国です。全国の月４５

時間の教職員の割合は文科省が昨年調査いたしましたが、１

０月から１１月の１か月間だけの調査です。それも１，２０

０校４２，０００人を対象として４５時間以上の教職員の割

合が６４．５％、中学校で７７．１％ということです。滋賀

県は約５１％ですので、滋賀県、草津市共に全国と比べると

低い、小学校におきましても滋賀県約４８％、草津市約４

１％ですので低いです。１か月間だけの調査ですので比較に

はならないかもしれないけれども、これが県との比較の数字

になります。 

 

有給休暇の日数は。 

 

有給休暇の日数も今ありません。 

 

２点あります。まず１点目です。１１ページの学生ボラン

ティアについてお伺いしたいのですが、大学生とかが登録さ
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れていると思いますが、今、高校生のボランティアを福祉の

分野も含めて希望されて活動している生徒もいると聞いてい

ます。その中で教育委員会として高校生のボランティア募集

など検討いただけると良いと思いますが、いかがお考えでし

ょうか。あと、２１ページの年次有給休暇の取得ですが、夏

休みや冬休みの時期に取得されているのか、弾力的に取得さ

れているのか実態として何か情報をお持ちでしたら教えて下

さい。 

 

１点目の高校生のボランティアは現時点では考えておりま

せん。高校生まで広げる予定はございませんが、地域の方、

保護者であるとか、そういう卒業された方については広げる

予定はあります。 

２点目の年休取得ですけれども、できるだけまとめ取りで

夏季休暇中、冬期休暇中、春季休暇中の子どもがいない時を

推奨しておりますので、まんべんなく休日を取れているとい

うよりは、集中期間を設けて取っていただいているのが現状

です。 

 

高校生はどのようにして行くのか課題だと思います。実際

に中学校を離れた時点で教育委員会とのつながりっていうの

は高校生になると離れてしまうところもあると思いますの

で、どのような形があるのか今後考えていただけたら嬉しい

です。 

年次休暇につきましては、勿論ある程度の教職の方々は休

暇の時期に取るものだという前提で教員になられていると思

いますけども、それぞれ家庭の事情もそのあと変わってきた

りなどもあると思いますので、出来る限り配慮をした形に特

に管理職の方は配慮していただけるとありがたいのかなと思

いました。 

 

部活動のところで１５ページになりますが、②の体育協会

の人材バンクの募集はどのようにされていますか。 

あと、１２３人登録されたということですが、マッチング

はスムーズにできたのかを教えて下さい。 

もう一つは、運動部以外で指導者の方が不足しているとこ
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ろは無かったのかお伺いしたいです。 

 

実際なかなかマッチングできていないのが現状です、学校

の希望される種目と登録していただいている種目の違いがあ

りまして、今指導員各校２名配置１２名配置していますが、

その中で今１０名が登録していただいた方から派遣をしてい

ますし、６名の指導支援員につきましても、各学校で見つけ

ていただいた方を体育協会の人材バンクに登録していただい

てというのが現状ですので、なかなか競技種目、希望種目と

登録者とのマッチングが難しいというのが現状です。 

続いて、文化部というのは例えば、ブラスバンドとかとい

うような部活のことにつきましては、今現在指導員とか支援

員とかはいないです。 

 

運動部と一緒で文化部に対しても指導して欲しいというよ

うな声は特になかったということでよかったですか。 

 

希望は現状ない状況です。特にブラスバンドであるとか専

門性のある指導員の方を求めているというよりか、運動部の 

種目で希望されている学校が多いのが現状です。 

 

部活動のことですが、国の方が地域移行ということを打ち

出してきています。国が言っているものに対しての今現状の

取組はどのレベルにあるのか、１６ページを見ると〇になっ

ていますが、先程スポーツの種目によってはマッチングがな

かなかできていないのに本当に〇でいいのかとも思います

が、実際、どのスポーツ種目の要望があるがここまでしか対

応ができていないのか具体的に教えて欲しいです。 

それから、国が言っている中には文化部活動の地域移行は

含まれているのかどうかを確認をしたい。 

スポーツは１２団体といっていたが、１２団体で何人登録

をされていて、先程１２名とか６名とか言われたのは登録の

数がそれだけしか無いということなのか、登録はたくさんさ

れているがマッチングしているのが１２名とか６名しかない

ということなのか、もう少し具体的に教えて欲しいです。 
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評価に関しましては、働き方改革の視点で評価をしており

ますので、地域移行が進んでいるとかはあまり考慮していま

せん。部活動の休養日、部活時間の検討として一定休養日が

増えているということで、概ね成果があり継続充実していく

必要があると考えております。 

また、運動部派遣システムとしてはこのような団体に登録

していただいていて、先生方の働き方改革、部活の指導の時

間が減ったということで、一定の成果があったと考えており

ます。 

登録団体の１２団体１２３名の内訳でございますが、柔道

協会１名、ゲートボール協会３名、グランドゴルフ協会３

名、空手協会１３名、テニス協会３名というように部活動に

ない協会の方々もおられますし、学校の部活動にあります、

バレーボール協会１１名、ソフトボール協会２７名、バスケ

ットボール協会１６名、ソフトテニス協会５名の方がおられ

ます。ですが、人材バンクに登録していていただいている所

から紹介を得てというよりか、学校がそれぞれ見つけていた

だいて、そこに登録していただいてそこから来ていただいて

いるのが現状ですので、なかなか人材バンクに登録していた

だいている方から学校に派遣しているというよりか学校の校

長が見つけてきていただいて人材バンクに登録して派遣する

というような形が現状ですので、スムーズなマッチングには

至っていないと考えております。 

 

リストから選ばれないマッチングの難しさはどんな点にあ

りますか。マッチングをしておられたのか、こういう方でな

いと中学校に入って来てもらうと困るとかですね、そんなマ

ッチングの難しさが具体的にあるのか、中学校にとっては大

きな課題でもありますので、その辺りは何か掴んでおられま

すか。 

 

マッチングの難しさとしまして、時間帯があります。登録

していただいている方のお仕事の関係、休日の過ごし方があ

りますので、学校が希望されるのは放課後の１時間から２時

間程度、休日の土日どちらかですので時間帯の難しさがあり

ます。また、子どもに接していただいている指導員というこ
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とで、先生方の指導の方針と指導員の指導の方針が違っては

困りますので、継続的な指導の観点で方針をしっかりと合わ

せて打ち合わせもしっかりして継続的な指導につなげること

が難しいのかなと思います。 

 

国の部活の地域移行の中には文化部活動は入っていないの

ですか。 

 

入っています。 

 

入っているけれど、手つかずの状態であるということです

か。 

 

運動部だけ１２名と言いましたが、１名文化部で吹奏楽が

おられます。 

 

吹奏楽だけではなく、いろいろな文化部活動があります

ね、そこはまた拡大していく必要があるという認識ですね。 

 

はい。 

 

今は２９年作成したプランの評価と実績ということで、今

言っていただいた意見も踏まえて、これからどうしていくか

というところで、これから新プランについての説明を学校教

育課から引き続きお願いします。 

 

新プランの基本的な考え方です。 

学校の働き方改革で質の高い教育の実現を子どもと教職員

のウェルビーングの両立をめざしてございます。なんといい

ましても子どもの表情に学ぶ笑顔が満ち溢れる学校、先生が

いきいきと日々の授業に楽しく向き合える学校、そして保護

者、地域が信頼と安心の目で見つめる学校、そんな学校をめ

ざしたいというふうに思っています。 

新プランは来年度から令和８年の３年間の計画期間を設け

ております。ただし、計画中でありましても法改正、社会情

勢の大きな変化などにより大幅な変更が必要とする支障が生



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じた場合は見直しを行います。 

また、取組状況については、年１回公表する予定をしてい

ます。 

目標です。 

児童生徒のＩＣＴとしまして、学校が楽しい、授業がわか

りやすいと回答する児童生徒の割合の増加をめざします。 

また、教職員の意識としまして、やりがいがある、職場が

働きやすい幸せであると回答する教職員の割合の増加もめざ

します。数値的なものとしまして、超過勤務の月８０時間、

年間９６０時間を超える教職員をゼロに、また月４５時間、

年間５４０時間を超える教職員の減少をめざします。年次有

給休暇につきましても、１４日以上をめざしたいというふう

に考えています。 

続きまして、新プランの方向性と主な取組です。 

５つのカテゴリー１７の取組を進めていきます。 

まず一つ目、教職員の意識改革です。管理職の先生の正し

い認識とリーダーシップを発揮していただいて、単なる教職

員の負担軽減だけでなく、子どもにウェルビーイングという

ことで、これにはやはり保護者、地域の理解がかかすことは

できません。今ウェルビーイングと申しましたけれども、や

はりウェルビーイング、次期教育振興基本計画の大きな柱と

なっております。単純に訳しますと、良好な状態、健やか

さ、幸福という言葉で訳されることが多いです。やはり社会

貢献意識などを重視する協調的な幸福度、自分だけではなく

周りの人も幸せになる、そういうふうなウェルビーイングを

めざします。よく使われるハッピーとか、ハピネスとは違う

短絡的なものではなく、ある意味、持続可能なＳＤＧｓして

至った幸せをめざしたいと考えています。 

今後、働き方改革推進委員を位置付けまして、働き方改革

推進員が研修会の実施等をすることによって、先生方の意識

を変えていきたいというふうに考えております。 

また、年に一度実施していますストレスチェックを活用し

て、先生の実態、心情を把握していただいて働き方改革につ

なげていきたいというふうに考えています。 

教職員の改革としまして、先月の中に管理職研修会で、先

進的な取組をされている枚方市教育委員会から来ていただき
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まして研修を受けました。その中で、ＩＣＴ活用などのだい

たいの方策ができているが、一番難しいのは職員の意識を高

めることだと思う、独断だけでなく職員全体で話し合ってい

きたいという感じの先生の声。業務改善アンケートや聞き取

りを実施し推進チームを作りたい。また、本校は常にいろい

ろ取り組んでいるのですが、これ以上どう行動していけばよ

いのか困っていました。あとは、地域や保護者への理解をど

う進めていくかが大きな課題のひとつで、少しでも進めてい

きたい。という校長や教頭からの声がありました。 

続きまして、学校運営の見直しとさらなる業務の効率化で

す。これは小学校で日課表の見直しを図る予定です。新プラ

ンの大きな目玉にしたいと考えています。これは東京都目黒

区立学校の特色ある教育課程の取組を参考に、「午前５時間制

草津プラン」を実施し「学びの午前」、「活動の午後」、「ゆと

りの放課後」を位置付け、質の高い授業の実施をして参りま

す。これは目黒区の教育委員会に視察に行かせてもらった時

の声です。児童の集中力の高まりを感じる。放課後の時間で

授業研究、授業づくりが十分できる。丁寧に説明すること

で、家庭と地域と共有しながら進めることができた。また、

４５分に慣れた教員の理解を得ること、カリキュラムの見直

し作業の大変さから導入することにためらいがある。という

声が聞かれました。 

ここで日課表の見直しについて詳しく説明をさせていただ

きます。 

現行がほとんどの学校でこのような日課表になっておりま

す。８時２０分までに登校しまして、２５分の朝の学習から

３時３０分までの帰りの会。多くの学校で、低学年は２時４

０分、中高学年３時３０分の下校時刻になっております。 

それを午前５時間制草津プランでは、ここに示しました通

り、長休みまでに３時間授業がございます。そして、長い休

みを終えて２時間授業をして給食、掃除、昼休み、そして今

でいう朝学習的なものを学習タイムと位置づけて基礎・基本

の定着を図るものです。これによりまして低学年の下校時刻

が２時２０分前後、中高学年は３時の下校を予定していま

す。さらに見ていきたいんですけれども、まずは学びの午前

として、児童の集中力の高まる学びの午前５時間、そして活
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動の午後としまして、来年度から全市的に進めますスクール

ＥＳＤくさつ、生活科・総合的な学習の時間の充実が、活動

の午後でできます。そして何よりゆとりの放課後としまし

て、先生方につきましては授業準備の充実、校内研究・研修

の充実、児童の情報共有、支援等の検討が図れます。これ

は、目黒区に視察に行かせてもらった時の児童のゆとりの時

間はということなのですけれども、子どもにとりましても自

由時間の拡大になった、放課後習い事があっても習い事の前

遊ぶ時間があって充実したというような事例が聞かれまし

た。午後の短縮はやはり、ＩＣＴ機器の活用が欠かせませ

ん。今までプリントと配布して集めたりアナログでしていた

ところを草津市の強みでありますＩＣＴを活用して５分の短

縮を図ってまいろうと考えています。 

続きまして学校運営の見直しとさらなる業務の効率化で

す。 

通知表を３回から２回、家庭訪問を見直して学校での個人

面談・懇談に変更、そしてチーム担任制の検討を図って参り

ます。 

活動の見直しです。 

先ほどにもありました部活動の地域移行の検討ということ

で、活動指導員、支援員の増員、人材バンクのさらなる活用

を図ります。休養日週２日で今現状で動いておりますけれど

も３日にできないかということ。また、シーズンオフの活動

時間の縮小、定期試験前の今現在１週間前の延長を考えてお

ります。やはりこれには生徒、教員、保護者の意向を確認す

るため、アンケート等を実施し詳細については丁寧に進める

ことが重要であると考えておりますし、地域移行につきまし

ては国・県の動向を注視して参ります。 

続きまして休養日の増加ということで、これは昨年先生方

に取りましたアンケートです。昨年のものですけれども、平

日の勤務時間外の指導は負担ですかと聞いたところ、そう思

うという方が半分、また休日の指導は負担ですかっていうの

が約６０％おられたという現状です。 

では、子どもがどう思っているのかということですが、こ

れは左側が平日の部活動の活動時間はどう思いますか。丁度

良いというのが４４．５％ですけれども、子どもがやや短
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い、短いと感じおります。休日の部活動の時間につきまして

は、長い、やや長いというのが多いのが現状です。 

続きまして、テスト前の部活動の期間につきましても、丁

度良いというのが半数近くいるのですけれども、やや短い、

短いと感じている子が、３５％程度要るのが現状ですし、冬

期の活動を停止することにつきましても賛成である、やや賛

成であるというのが半数近くいるというのがこの調査でわか

ります。 

それでは新プランの方向性の４つ目です。 

多様な人材の活用と人材確保の体制作りとしまして、７つ

あげております。 

１つ目、ＳＳＷの常駐、ＳＣスクールカウンセラーの適正

配置。 

２つ目、通常学級の支援員としまして、特別支援学級相当

の子どもが通常学級、これは保護者の意向もありますので、

通常学級で学習しているお子さんに対する支援。 

３つ目、弁護士による教職員サポート体制の充実につきま

しては、学校問題サポート会議の充実。 

４つ目、教頭マネジメント支援員の配置としまして、教頭

の業務を支援員で補っていただくというものです。 

５つ目、スクールサポートスタッフ等支援員の増員という

ことで、今現在市では７名配置しておりますけれども、各校

１名の支援員（免許不要）の配置を考えています。 

６つ目、仮称人材バンクの設置としまして、市独自で非常

勤講師を募集し、支援員を募集し、新たな人材の確保、ペー

パーティーチャーの発掘を行うことを考えています。 

さらに、学校ボランティア制度ということで、先ほど高校

生までということは考えてはいないですけれども、学生ボラ

ンティアの拡大として、地域の方への拡大を予定をしており

ます。 

これが今考えております、市独自の非常勤講師の募集で

す。これは県が今しておられるものです。チラシを草津市独

自で作成しまして、それを幅広く近畿圏内の大学に掲示した

り、まちづくりセンターに掲示したりして、市民の方に草津

市で働きたいという先生方を広く募集したいと考えておりま

す。さらに草津ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを活用させていた
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だいて、市独自のＰＲ動画で先生を募集というふうに考えて

います。 

先ほど学校ボランティア制度の話もあったんですけれど

も、これが一例です。学校支援ボランティア募集について、

今現在南笠東小学校でされている募集です。三者の連名、校

長、ＰＴＡ会長、コミュニティスクール南笠東委員長という

ことで広く募集をされております。中身としましては、環境

美化、修繕、図書館運営、学校安全学習支援によるもので

す。繰り返しになりますけれども、現在１２０名程度の方が

登録していただき半数以上が地域の方と聞いております。こ

のような学校事例の収集、発信に努めて参ります。 

最後にＩＣＴの有効活用です。 

８月２８日二学期より情報共有アプリのホームページ管理

システムＣＭＳの運用を始めております。お便りのペーパー

レス化によりまして、印刷配布業務の削減、アプリからの欠

席、遅刻、早退連絡によりまして朝の始業前の稼働時におけ

る電話の取引時間の解消、また、アンケートの集計作業の自

動化効率化が図れます。さらに、検討段階ですけれども生成

ＡＩの活用によりまして、文章作成時間を合理的に減らして

いと思っています。 

２つ目の、出退勤システムの更新です。今現在、タイムカ

ードで勤務時間の把握はできておりますけれども、それが出

勤簿、年休、時間休、出張など、今やっているハンコのも

の、別の紙でやっているところを一元化しまして、新システ

ムの導入で超勤時間、これは主に教頭の業務時間の削減に努

めてまいります。 

以上の５つのカテゴリー１７の取組で進めていく予定をし

ております。 

最後になりますけれども、市長はいつも「教育は国家１０

０年」教育長は「まちづくりは人づくり」ということをおっ

しゃいます。やはり滋賀県をリードし住みよいまち、住みた

くなるまち草津をめざしています。そのためには何より学校

の働き方改革で質の高い教育を実現していきたいというふう

に思っております。学校における働き方改革は、本当に特効

薬のないものです。総力戦でいかなければなりませんので、

ぜひお示しいたしました５つのカテゴリー１７の取組を進め
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ていきたいと思っていますので、このあと、新プランの考え

方、方向性について御意見をいただいて、新プランの作成に

介していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いします。以上です。 

 

それでは今学校における「働き方改革」の新プランについ

ての考え方の説明をいただきましたけれども、まず最初に、

ただいまの説明について質疑応答の時間をとらせていただい

て、そのあと意見交換の時間とさせていただきたいと思いま

す。 

ではまず、御質問等ございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

 

部活動の見直しについて３８ページのところになります

が、実際に部活に入っている生徒、特に運動部の生徒がどの

ような回答なのか内訳を教えていただきたいです。見た限り

だと、賛成・やや賛成が多いのは事実ですが、反対・やや反

対であるというのも増えてきているというところで、その辺

りはどのような内訳になっているのか御解答いただけます

か。 

 

部活動に加入しているこどもが約６０％です。その中での

活動の停止期間を聞いておりますので、部活動に入っていな

い子は、活動が長い、短いなどは答えていないです。 

 

例えば部活によっての差とかはありますか。 

 

活動の種目での内訳は、今現在ございません。 

 

２点質問があります。１点目が、３１ページの日課表の見

直しのところで、ここに書かれているように児童の集中力の

高まりを感じる。丁寧に説明することで、家庭と地域と共有

しながら進めることができた。と書かれています。基本的に

教員の意見や感想だと思いますが。目黒区の学校で実際にこ

の取組をした上で、生徒側からの感想であったり、生徒側の

反応が数値化されていたりとか、意見とかを聞かせていただ
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きたいです。 

２点目は、「多様な人材の活用と人材確保の体制づくり」の

３９ページですが、７つの取組の内容が書かれていますが、

やれることを全部書きましたという感じもするのですが、例

えば一つひとつの取組に対して、これぐらいの目標を掲げて

いて、結果的に一番最初の目標の数値、例えば超過勤務８．

８％なのを５％にするとか、毎月４０時間を超える教職員を

減少させるなど、この辺りにどれくらい寄与する見込みなの

か、この辺りの詳細な目標設定などはあるのかお伺いしたい

です。 

 

１点目、子どもの声ですけれども、数値的なものはないで

すが放課後の時間が増えて習い事の前に自由時間が取れるよ

うになってよかったであるとか、逆に心配しまして聞いたと

ころ、見ていただいたら分かるように給食が１０分遅くなっ

てしまうことから、お腹が空くのではないのかと心配して聞

きましたところ、子どもは長休みは確保したい、給食は遅く

なってもいいので、休み時間は確保して欲しいという声があ

ったようなので、目黒区はしっかり長休みは取られていま

す。保護者の方も給食が遅くなることで朝ごはんをしっかり

食べさすようになったという声が聞かれました。数値を見せ

ていただいたのですが、ほぼ１００％、４０分間授業に伴い

ましてしっかりと朝ごはんを食べさせる生活習慣が身に付い

たという良い影響が出ていると聞いています。 

２点目の人材のところは予算も伴いますし、全てがという

とこは思っていません。というか、出来ることからと思って

いますし、優先順位をつけながら考えたいと思っています。 

見込みといたしまして、これをやったからこうなるというも

のではないと思っておりますので、知恵を出し合って組み合

わせて総力戦でやっていかなければ働き方改革は進まないと

思っております。 

 

 超過勤務の実態はどの業務で月８０時間の内、超過勤務が

増えているのか分析などは終えているということでよろしか

ったですかね。 
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教育部副部長兼 

内容としては、授業準備であるとか、成績つけ、丸つけで

あるとか、学校事務であるとか、そういうカテゴリー的には

ありますけれども、それを８０時間の方がこういうので何時

間使っているという詳しい調査は行っていませんので、総じ

て８０時間というようなかたちですので、感覚的にしまして

は授業準備、そして評価、丸つけ、採点等にかかっているの

が現状かなと、これは感覚ですけれども。 

 

４０分授業とチーム担任制について質問させていただきま

す。 

児童の集中力が高まっている間に、４０分の５時間は凄く

魅力的なプランだと思うのですが、一方で中学校が５０分授

業で６年生から中学校への円滑な接続に向けて何か対策をし

ているのかということと、それと東京の目黒区では、中学校

にスムーズに対応できたのか、もし分かれば教えてくださ

い。 

２点目、３４ページの新プランの方向性と主な取組のとこ

ろで、通知表を３回から２回へっていうのは小学校ですよ

ね。家庭訪問というのは小学校ですか。チーム担任制という

のも小学生ですか。ここは全部小学校と考えて質問させても

らってよろしいですか。 

 

チーム担任制につきましては小中で可能だと考えておりま

す。通知表につきましては、受験等もありますので小学校の

みですけれども、家庭訪問につきましても小中で実施できる

ものと考えておりますので、小学校だけなのは通知表のみと

考えております。 

 

チーム担任制ですけれども、メリットとデメリットがある

と思いますけれども、これを進めようとするには、今どうい

う現状があって、このチーム担任制をこれから進めるとこう

いうふうな現状が打開されるのか、どうしてもデメリットも

考えられるのですが、それについてどのように対応をされる

のか教えてください。 

 

チーム担任制につきましては、メリットとしまして各担任
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の事務量が減って子どもへの丁寧な対応につながるものと考

えておりますし、今までの学級での課題をチームで考えます

ので早期対応ができる。そして、ベテランの先生の担任の手

法等を若い先生が学ぶことができるということで、教師とし

ての力量、専門性の向上が図れるものと考えております。 

これは検討段階ですけれども、例えば３クラスを４人の担

任が見て進めていくことによって、丁寧な対応につながるの

が成果ですので、すぐには難しいと考えますけれども、検討

を始めたいと思っております。 

１点目の、小中への接続の件ですが目黒区は問題がなかっ

たということです。数値は見せてもらえませんでしたが、問

題はなかったと聞いております。でも１０分間長くなるとい

うことで、中一ギャップとかならないように、やっぱりスム

ーズな移動をしていく必要があるというふうに思います。６

年生の３学期は少し時間を工夫しながら４０分を徐々に長く

するとか、また活動の午後は、今考えておりますのは４０分

ですけれども、学びの時間を活用しまして学習タイムの２０

分と６時間目を合わせますと６０分の授業になりますので、

そういうところも活用しながら、スムーズな中学への移行も

考えております。 

 

いつ頃から始めようと考えておられますか。 

 

今プランを出しましたけれども、やはり子どもが２時２０

分に帰るとなりますと、学童保育、放課後デイの調整も必要

になってきますので、来年度４月からとは考えておりません

で、来年度は１か月程度であるとか、期間を限定して実施し

て、課題等を洗い出して出てきたものを解消して、令和７年

度以降に全面実施したいと考えておりますので、各課との調

整、保護者等の理解、コニュニティスクール、協議会委員の

理解が必要ですので、できるだけ丁寧に進めていきたいと思

っております。 

 

チーム担任制が小学校と思っていたので、中学校もってい

うふうになると、小学校の授業の成果があるとはいえ担任の

先生が行うクラスと教科担任制で自分の教科によっては、自
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分のクラスが週に少ない教科の先生もいらっしゃるので、そ

の中でチームチーム担任制がいいのかどうかというのは、現

場の声をよく聞いていただいて検討していただけたらと思い

ます。 

 

しっかりと、現場の先生の声を聴いて進めさせていただき

ます。 

 

部活動のアンケートのところですが、平日と休日の活動時

間がだいたいどこの学校も一緒なのかと、それぞれの回答に

ついて何か理由などは聴いておられますか。 

 

理由は聴いておりません。 

部活動の時間は、授業終了後から下校時間までというのが

学校によって差はないと思います。 

 

夏の時期と冬の時期では違いますが、ガイドラインといた

しましては平日２時間まで、休日３時間までとしておりまし

て、ただ平日２時間取れる時はあまりなく１時間３０分から

１時間程度というふうに聴いております。 

 

家庭訪問を廃止する見直しするという話なんですが、その

中で住環境や家庭環境やヤングケアラー等なかなか把握しに

くいところもあると思いますが、場合によっては実態も含め

て共有されてきたと思います。そのあたりの実態の把握など

をどのように考えておられるのか、その代わりは考えておら

れているのかというところを教えていただきたいです。 

チーム担任制が実際に業務効率化ということになっている

のですが、どのくらい先生方の負担が減ると予想されている

のかそれとも変わらないのかというところを教えていただき

たいです。 

 

1点目の家庭訪問につきましては、ヤングケアラーの問題で

発見するというところにもつながるというふうに思うのです

けれども、子どもの住環境や家庭環境につきましては日頃の

子どもたちの服装でありましたりとか、持ち物、言動から把
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握することに努めたいというふうに考えております。またヤ

ングケアラー等の早期発見のためのアセスメントシートに

は、授業中の集中力が欠けているとか居眠りが多くなってき

たとか、そういうチェック項目がございますので、家庭訪問

も一つの知る機会にはなるとは思いますけれども、それより

は日頃の言動、服装、持ち物であるとかを注意深く見てヤン

グケアラー問題については把握したいと考えております。 

またどれぐらいの負担軽減につながるとは数字的には、こ

れをしたらこうなるというのはなかなかどうというものでは

ないと思いますので、総合的に縮減して先生方のやりがいを

しっかりと把握していきたいと思います。 

 

チーム担任制は、実際どれだけ効率化って分からないです

けども、先生方にいろいろな児童生徒を見ていただいて先生

方の力量も上げていただくという所も含めて考えておられる

ということでいいですか。 

 

はい。 

 

日課表の見直しで、午前５時間制のスケールというか、見

返していただく中でゆとりの放課後ということで早く終わる

ということが先生方、子どもにとってもいい面があると思い

ますが、それに対する何か課題はないのかということが一つ

と、それから、新たに午後に学習タイムが設定され特徴づけ

で今までないものがあるのですが、この学習タイムというの

は、子どもたちだけで自習をするようなやり方なのか、先生

も関わって学習するのか、カリキュラムではない学習タイム

という位置付けだと思うのですが、どんな形でこれを使われ

るのかこの２点お伺いします。 

 

前後しますが２点目の、学習タイムにつきましては教育課

程に位置づけて先生の指導の下行いたいと思います。例えば

今やっています、朝の読書タイムを昼読であったり、基礎基

本のドリル漢字学習、計算学習等をするというのが学習タイ

ムですので、しっかりと教育課程に位置付けて評価も行いま

すし、指導者も居る教材も有るというような環境で学習タイ
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ムを実施いていきたいと思っています。 

 

学習タイムのカリキュラムを作る必要があるということで

すか。 

 

はい。６時間目と合わせて６０分の授業も考えられます

し、今までの基礎基本の定着を図るものと考えております。 

１点目の、ゆとりの放課後で課題としましては、子どもた

ちが早く帰りますので、放課後の時間があるのでしっかり

と、学童保育、放課後デイと帰った時の子どもたちの居場所

づくりということもしっかりと考えて、整理をして、早く帰

って問題行動が増えたということがないように、しっかりと

見て行きたいと思います。来年度見させていただいて、課題

を洗い出して、翌年度からの全実施をめざしたいと思ってい

ます。 

 

質問としては以上ということで、ここからはただいまの新

プランについての考え方を事務局の方から説明をさせていた

だきましたけれども、これについての意見交換を各委員さん

の方から御発言等をいただければと思います。 

 

松嶋委員から、まずはその保護者の立場として、特に小学

校の午前中４０分時間授業５時間授業の説明を聞かれて、率

直な感想でも結構ですし、心配事等いかがですか。 

 

現状を変えたいということでこのような新しい取組を進め

ていくという点については、何もしないのが一番よくないの

で、新しい取組をした上で、その上でしっかりと実際に現場

の先生方の意見や児童生徒の意見などのフィードバックのと

ころを情報収集していただいた上で適宜プランを見直した

り、やると決めたから最後までやりきるだけじゃなくて途中

でどういう進捗で動いているのか、上手くいっているのかと

いうところはしっかりと見ながら取り組んでいただければな

と感じました。先生方や児童生徒の意見などを取入れて進め

て行って欲しいと思います。 
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３９ページの新プラン方向で、「多様な人材の活用と人材確

保の体制づくり」いうこところについて、できれば人材活用

と人材確保というだけじゃなくて、人材育成というところも

織り込んでいただけると、ありがたいというふうに思いま

す。実際になかなか難しいこところだと思いますけれども、

例えば４－１ＳＳＷの常駐というところで是非にやっていた

だきたいのですが、例えばＳＳＷにおきましても実際に現場

に大学生が実習に行きますが、なかなか実習現場がないとい

うところもあります。そういったことも含めて実習とかのサ

ポート、受け入れ等もしていただけるとありがたいと思いま

す。実際にＳＳＷされている方々にお話を聞いていてもなか

なか受け入れるのも大変というのもありますので、実際に就

職という時に直ぐにＳＳＷというのは難しいところはあると

思いますが、大学生にも学べるところ作っていただけるとあ

りがたいと思っています。 

あと、スクールサポートスタッフ等支援員の増員とありま

すが、免許不要となっていますが、その中で免許は不要とし

ても何らかの専門性もあるというところも含めてどの様なと

ころで免許の代わりに担保していくのか検討していただける

とありがたいと思っています。 

 

働き方改革は自分たちが今までやってきた常識とか、当た

り前にやってきたことを、一旦、疑って本当に教師がやらな

ければいけない仕事なのか、何か手放せることができるのか

っていう、本来あるべき子どもと向き合う時間を生み出すた

めに教師以外のスタッフが居てくれたらこれは手放せるので

はないかとか、何かそういうふうな自分たちの仕事を精査し

て意識改革していくのがものすごく簡単なようで、非常に難

しいと思います。それを現場や教育委員会でもやりながら、

市の教育委員会としては支援のスタッフの配置というのは、

これはもう現場ではどうにもできないので、支援スタッフは

現場の声を聞いて、ここに支援スタッフの配置をすると子ど

もたちや先生のためになるのではないとかそういう視点を教

育委員会としては常に大切にもって、あとシステムを構築す

ることによって、こんなに今まで出来なかったことが出来る

ようになるんだというようなアイディアと、そういうものに
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挑戦をして行かなければならないなと、自分自身もその視点

を持っておかなくてはいけないなと思いますし、「多様な人材

の活用等と人材確保の体制づくりについて」は、是非、実現

して欲しいなというふうに思っております。 

 

部活動の話ですが、選手時代はどうだったかと考えた時

に、練習時間を短くするのはシーズンオフではなくシーズン

中であったなと思っていて、試合で１００％の力を出せるか

となると、自分が一番リフレッシュした状態で挑まないとい

けないのでシーズン中の方が練習時間が短い、力を付けるに

はやらないと力は付かないので、逆にシーズンオフの方がし

っかり練習を積まないといけないというところを考えるとち

ょっとここは逆になるかなと思いました。冬期の部活動を停

止にすることについて生徒の意見が賛成であることが多いの

は寒いからかなとかそういう事を思ったりしましたけれど

も、理由が知りたいというところはありました。先生も部活

の指導がしたいので先生になられた方もおられるので、部活

動の指導ですごく優秀な先生方もいらっしゃるので、部活の

指導をしたいのか、したくないのか等を先生方に聞いていた

だきたいです。知り合いの先生は、部活動が生徒指導に凄く

必要だと思うとおっしゃっておられたので、もう少し掘り下

げてアンケートを取っていただきたいと思っています。も

し、地域移行するのであれば、草津市から近畿大会に行かな

くなるというのは寂しくなる話だと思うので、受け皿ってい

うところを学校以外のところでどの様に協力体制を作ってい

くのか一番問題になるのではないかなと思っています。たく

さんいろいろな方と意見交換が出来る機会があればいいと思

いますし、あとは、もしかしたらトレーニングっていう点だ

けで言うと、どの競技も共通しているトレーニングがあるか

もしれないので、例えば５日間ある内の１日はどの部活も共

通して同じトレーニングをするとかだったら、先生方の負担

が減るのではないかなと、数人の先生方だけで皆を見たらい

いとかになるかもしれないし、そこを外部の人に任せるとい

うのに出来るかもしれないと思いました。 

 

各委員様より御意見いただきましたけれども、最後にまと
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めというところで市長、教育長から御発言をいただきたいと

思います。 

 

いろいろと御意見いただきましてありがとうございます。 

この「働き方改革」が今何故しなければならないのかとい

うところですね、やっぱりそこを教員の先生方の非常に劣悪

な環境状態もあるということも事実ですけども。子どもたち

にとってみれば、これから人口減少が進んでいく中で子ども

たち一人ひとりがどういうふうにこれから将来の生活を送っ

ていくのかというときに、やはりそのために力をしっかりつ

けていくってことが一番大事な目的でありますのでそういっ

た中でやはりこの「働き方改革」をせずに、その子どもたち

にいろんな力をつけるということは非常に難しいのかなとい

うふうに私自身思っていて、今回の総合教育会議の今年度の

重点テーマとして取り上げていきたいなと思ったところでも

ありますので、そこの本質しっかり押さえながら、今の話を

聞いてると現場の先生方、そして保護者の皆さん、何よりも

実際教育を受ける子どもたちの気持ちとか、そういったもの

を非常に大事にしていかなければならないので、全国的に議

論をやりましょうと言っていますけれども、なかなかスピー

ドがもう感じられないなと思いながら、進めていく中で今や

っていることを変えるということは非常に不安であったり、

心配される方も多いと思いますので、その辺は丁寧に取組を

していかなければならないというのが総括的な意見でありま

す。 

これを進めるとしますと、やはり人的な部分は予算が伴っ

てくるということで、これについては、今国でも重点項目と

して概算要求にも挙がっていますので、その辺のことも含め

て、効果的な配置というような部分が要るのかなと思ってい

ます。 

２つ目にはやはり小学校の午前中４０分５時間授業という

ところの実現を何とかしていきたいなというふうに思ってお

ります。 

中学校でやはり、委員さんからも貴重な御意見いただきま

したけども、専門性のある方にも入っていただいた中で、こ

の部活動をどういうふうに進めていくのかっていうのを考え



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る、この大きく３点になるかなと私は思っています。やはり

その辺をこれから進めていく上にあたりまして、また、市長

の御支援、御協力を賜りたいと思っておりますので、それと

現場の先生方の御意見もしっかりとお聞きをした中で、急が

なければならないことですけれども、急ぎ過ぎずにやはり丁

寧にやるところも十分あると思いますので、その辺のバラン

スをしっかりしてやらせていただくことが大変重要かなとい

うふうなことで、まとめではないですけど私の感想とさせて

いただきます。本日ありがとうございました。 

 

それでは市長、お願いします。 

 

教育にかける熱い思いというのは、先ほど最後のページで

ございましたけれども、私自身も「教育は国家１００年の大

計」或いは「まちづくりは人づくり」、それと先生方が子ども

と向き合う時間、これをしっかりと取ることが子どもを育て

ることに絶対必要であると。そのためには、それ以外のとこ

ろは出来るだけ例えば部活の地域移行であるとか、或いはそ

の多様な人材の活用の中で、そちらの方でこれは対応するん

だということで、先生方が専念できるような、そういう体制

をしっかりと取っていくことが大事だなと、ウェルビーイン

グという言葉もありましたけれども先生方の「働き方改革」

に大きくつながるものであるなと改めて思ってるところであ

ります。その中で、多様な人材活用、人材確保、或いは人材

育成の体制づくり、これについては、国もようやくにして文

部科学省の方がこのことを、大きな課題と捉えて、概算要求

でも、スクールサポートスタッフとか学習指導員とか教頭マ

ネジメント支援員とか、そういう新たな政策を今打ち出そう

としていますので、これは国、県、市それぞれの役割分担を

しっかり捉えながら、お互い連携して他のスタッフの確保も

やっていこうと、或いはＩＣＴの利用をもっとシステム的に

合理化で出来るところは合理化する、そういったような政策

を組み合わせて進めてかなければならないと思っております

ので、各小中学校の現場の声を教育委員会事務局として、し

っかりと捉えていただいて、一つの目的に向かって、しっか

りと進む形を取っていきたいと思っていますので、また、予
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算の確保について教育委員会の方からの要求もあると思いま

すが、ただ、財源にも限りがありますのでそういう中でどう

配分するかいうところは、また、教育長ともしっかりと協議

しながら、草津市の教育が先生方にとっても、子どもたちに

とっても、全国でも素晴らしい誇れる教育になるようにして

いきたい思いです。 

 

ありがとうございました。 

本日は皆様ありがとうございました。 

いただいた貴重な御意見を踏まえながら、また、学校現場

とも丁寧に対応をすすめながら、新しいプランの作成に取り

組んで行きたいというふうに思っておりますのでよろしくお

願いをいたします。 

それでは最後に市長より閉会のお言葉をいただきたいと思

います。 

 

本日は貴重な御意見、皆様方からいただきましてありがと

うございました。 

全国に誇れる草津市の教育の実践ができるように総合教育

会議としてまとめて方向が見いだせたと思っております。 

今後とも、総合教育会議の場でいろいろな草津市のが抱え

ている課題について論議しながら、よりよい形を作って参り

たいと考えておりますので、今後とも御協力をよろしくお願

い申し上げ、本日の総合教育会議を閉じたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

閉会 １７時００分 

 


